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衆
議
院
議
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逢
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誠
二
君
提
出
日
本
政
府
の
イ
ラ
ク
戦
争
へ
の
協
力
の
検
証
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付

す
る
。



衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
日
本
政
府
の
イ
ラ
ク
戦
争
へ
の
協
力
の
検
証
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
四
ま
で
及
び
六
に
つ
い
て

御
指
摘
の
イ
ラ
ク
に
対
す
る
武
力
行
使
は
、
国
際
の
平
和
と
安
全
を
回
復
す
る
と
い
う
目
的
の
た
め
に
武
力
行
使
を
認
め

る
国
際
連
合
憲
章
第
七
章
の
下
で
採
択
さ
れ
た
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
（
以
下
「
安
保
理
」
と
い
う
。
）
の
決
議
第
六

百
七
十
八
号
、
決
議
第
六
百
八
十
七
号
及
び
決
議
第
千
四
百
四
十
一
号
を
含
む
関
連
す
る
安
保
理
の
決
議
に
よ
り
正
当
化
さ

れ
る
と
考
え
て
い
る
。

イ
ラ
ク
は
、
十
二
年
間
に
わ
た
り
、
累
次
の
安
保
理
の
決
議
に
違
反
し
続
け
、
国
際
社
会
が
与
え
た
平
和
的
解
決
の
機
会

を
い
か
そ
う
と
せ
ず
、
最
後
ま
で
国
際
社
会
の
真
摯
な
努
力
に
こ
た
え
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
認
識
の
下
で
、

我
が
国
は
、
安
保
理
の
決
議
に
基
づ
き
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
英
国
等
の
各
国
に
よ
り
と
ら
れ
た
行
動
を
支
持
し
た
も
の
で
あ

る
。こ

う
し
た
当
時
の
日
本
政
府
の
判
断
は
、
今
日
振
り
返
っ
て
も
妥
当
性
を
失
う
も
の
で
は
な
く
、
政
府
と
し
て
改
め
て
当

該
判
断
に
つ
い
て
検
証
を
行
う
考
え
は
な
い
。

五
に
つ
い
て

一



御
指
摘
の
本
年
七
月
六
日
の
総
理
大
臣
官
邸
に
お
け
る
世
耕
内
閣
官
房
副
長
官
（
当
時
）
の
記
者
会
見
は
、
御
指
摘
の

「
チ
ル
コ
ッ
ト
委
員
会
の
報
告
書
」
の
発
表
の
前
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
日
本
政
府
の
立
場
を
述
べ

た
も
の
で
あ
る
。

二


